
 

入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和元年６月１３日 

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 

専務理事  浅川 伸 

 

１．調達概要 

（１）件 名 Ｉ ＰＬＡＹ ＴＲＵＥ  ＲＥＬＡＹ プラットフォームの構築 

（２）概 要  本件は、日本アンチ・ドーピング機構（以下「ＪＡＤＡ」という。）が 

       政府主導で展開する「Ｓｐｏｒｔ ｆｏｒ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」事業のひと

つである「ＰＬＡＹ ＴＲＵＥ ２０２０」において、世界中の人々から「ス

ポーツの価値等について、ポータルサイトを介して収集し、そのデータを蓄

積及び外部へ発信するためのプラットフォームを構築するものである。      

（３）履行場所 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構または当機構が指定する場所 
（４）履行期間 契約締結日から２０２１年３月３１日まで 

（５）入札方法 総合評価落札方式により、落札者を決定する。落札決定に当たっては、 

  提案依頼書に記載する内容に係る技術点、及び入札価格より算出した価格点の合計に 

  て最高点を得た者を落札者とする。 

 

２．競争参加資格 

（１）国の予算決算及び会計令７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。 

（２）全省庁統一参加資格において、令和元年度の「役務の提供等」で「Ａ」、「Ｂ」又は

「Ｃ」等級の認定を受けている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決

定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。）。 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（４）公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構から取引停止又は指名停止の処分を受けて

いる期間中の者でないこと。 

（５）東京都、千葉県、埼玉県又は神奈川県に本店、支店又は営業所が所在すること。 

 

３．入札手続等 

（１）契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒１１５―００５６ 東京都北区西が丘３－１５－１国立スポーツ科学センター内 

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 管理部 丸林 由記 

電話番号 ０３－５９６３－８０３０ 

ＦＡＸ  ０３－５９６３－８０３１ 

（２）入札説明書の交付期間及び方法 



 

入札説明書は、令和元年６月１７日（月）から上記（１）にて交付する。入札説明 

書の交付は無料とする。 

（３）申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法 

令和元年６月１８日（火）から令和元年７月４日（木）午後５時まで 

上記（１）に持参により提出すること。 

（４）入札説明書等の内容についての説明会、質問の受付及び回答 

   ・入札説明会は実施しない。 

・質問については、文書により行うものとする。 

① 質問の受付先 

    上記３．（１）と同じ。 

②質問の受付期間 

    令和元年６月１８日（火）から令和元年７月１日（月）午後５時まで 

    質問の回答については参加希望業者すべてに文書で通知する。 

③ 提出方法  

持参、郵送、ＦＡＸ（着信を確認すること。）のいずれの方法でも可能とする。 

※持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時までとす

る。 

※（１）～（３）の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時までとす

る。  

（５）技術審査のための提案内容説明 

   令和元年７月１０日（水）午後２時 味の素ナショナルトレーニングセンター１階 

研修室１ 

   東京都北区西が丘３－１５－１ 

（５）競争執行の日時及び場所 

令和元年７月１２日（金） 午前１０時  

東京都北区西が丘３－１５－１国立スポーツ科学センター ４階特別会議室 

 

４．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 免除 

（３）入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求め

られる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（４）契約書作成の要否 要 

（５）誓約書の提出 本競争の参加希望者は、申請書提出時に、契約担当者（公益財団法人

日本アンチ・ドーピング機構 事務局長）が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓

約書を提出しなければならない。 

（６）誓約書の遵守 上記（６）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓 

  約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 

（７）関連情報を入手するための照会窓口 上記３．（１）に同じ。 

（８）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記２．（２）に掲げる一般競争

参加資格の認定を受けていない者も上記３．（３）により申請書及び資料を提出するこ

とができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、

かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（９）詳細は入札説明書による。 


